
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年４月１日に改正労働契約法が施行され、無

期転換ルールにより、有期労働契約が通算５年を超え

て反復更新された場合、有期契約労働者の申込みによ

り、 期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に

転換されることとなります。この通算５年のカウント

の対象となるのは、平成２５年４月１日以降に開始し

た有期労働契約からですが、改正労働契約法が施行さ

れてから平成３０年４月１日で５年が経過し、今後、

無期転換の本格的な発生が見込まれます。 

 

★ 今後の対応 

平成３０年４月１日から、有期社員の無期転換が本格

的に行われると見込まれるため、それまでに就業規則

や社内制度等の検討・整備等を行う必要があります。 

① 有期社員の人数、更新回数、勤続年数、業務の 

内容など就労実態を把握し整理してください。  

② 有期社員を無期転換後、どのような社員として位

置づけるかなど、無期転換ルールへの対応の方向

性を検討しましょう。 

有期社員が無期転換した場合、転換後の雇用処分

に応じ、従来の正社員との異同を明確にしておか

ないと、トラブルが発生するおそれがあります。

いずれの対応を取る際にも、あらかじめ労使の間

で、担当する業務や処遇などの労働条件を十分に 

確認することが重要です。 

③ 無期転換後の労働条件を、どのように設定するか

検討し、就業規則等を整備しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

無期転換社員（有期労働契約時と同じ労働条件で、

契約期間が無期）など 

④ 無期転換をスムーズに進める上で大切なのは、制

度の設計段階から、労使のコミュニケ―ションを

密に取ることです。労使双方が納得できる制度を

構築するために、丁寧な説明を心がけるとともに、

円滑に無期転換制度が運用されているかを把握

し、必要に応じて改善を行うことが望まれます。  

★ 雇止めの検討は慎重に！ 

有期労働契約において、使用者が契約更新を行わず、

契約期間の満了により雇用が終了することを「雇止

め」といいます。 

 雇止めは、労働者保護の観点から、過去の最高裁判

所の判例により一定の場合にこれを無効とするルー

ル（雇止め法理）が確立しており、労働契約法第１９

条（客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で

あると認められないとき）に規定されました。  

無期転換ルールを避けることを目的として、無期転換

申込権が発生する前に雇止めをすることは、労働契約

法の趣旨に照らして望ましいものではありません。 

また、有期契約の満了前に使用者が更新年限や更新回

数の上限などを一方的に設けたとしても、雇止めをす

ることは許されない場合もありますので、慎重な対応

が必要です。 

※ 上記内容が該当するようなケースがあれば 

お気軽にご相談ください。 

 

 

 

●概要 

保育所等における保育の実施が行われないなどの理

由により、子が１歳６か月に達する日後の期間につい

ても育児休業を取得する場合、その子が２歳に達する

日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となりま

す。 
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有期労働契約者の無期転換制度について 

平成３０年４月から本格化 

育児休業給付金が２歳まで支給期間延長へ 

平成２９年１０月～ 



● 改正内容 

育児休業給付金は、原則１歳に達する日前までの子を

養育するための育児休業を取得した場合に支給され

ます。これまで、保育所等における保育の実施が行わ

れないなどの理由により、子が１歳に達する日後の期

間に育児休業を取得する場合は、子が１歳６か月に達

する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長

できましたが、さらに、平成２９年１０月１日より、

保育所等における保育の実施が行われないなどの理

由により、子が１歳６か月に達する日後の期間に育児

休業を取得する場合は、子が２歳に達する日前まで育

児休業給付金の支給対象期間が延長できるようにな

ります。 

なお、今回の改正は、子が１歳６か月に達する日の翌

日が平成２９年１０月１日以降となる方が対象とな

ります（＝子の誕生日が平成２８年３月３１日以降の

場合に対象となります。）。 

 

● 延長できる理由 

ア 育児休業の申出に係る子について、保育所等（※）

における保育の利用を希望し、申込みを行ってい

るが、その子が１歳６か月に達する日後の期間に

ついて、当面その実施が行われない場合 

イ 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行

っている配偶者（※）であって、その子が１歳６ 

か月に達する日後の期間について常態としてそ

の子の養育を行う予定であった方が死亡、負傷、 

疾病等に該当した場合 

（※）配偶者には婚姻の届出をしていないが、事実上

婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 

● 確認書類 

上記の２．延長できる理由ごとに下記の確認書類が必

要となります。 

ア「市町村が発行した保育所等の入所保留の通知書

など当面保育所等において保育が行われない 

事実を証明することができる書類」 

イ「世帯全員について記載された住民票の写し及び

母子健康手帳」、 

「保育を予定していた配偶者の状態についての

医師の診断書等」など 

● 手続き方法 

子が２歳に達する日前までの期間について、支給対象

期間の延長の取扱いを受けるためには、以下の①、②

のいずれかの際に「育児休業給付金支給申請書」の１

７欄「支給対象となる期間の延長事由－期間」に必要

な記載を行い、上記の３．確認書類を添えて提出する

ことが必要です。 

①（子が１歳６か月に達する日前の支給対象期間につ 

いて）子が１歳６か月に達する日以後最初に提出す

る際（下記の例においては、支給対象期間ｅ及びｆ

について支給申請を行う際であって、子が１歳６か

月に達する日以後に支給申請書を提出する際） 

② 子が１歳６か月に達する日以後の日を含む支給対

象期間について提出する際（下記の例において 

は、支給対象期間ｅ及びｆの支給申請の際に手続を

行わなかった場合であって、支給対象期間ｇに延長

に係る期間を含めて支給対象期間ｇ´及びｈ´と

して支給申請を行う際） 

 

  

 業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 


